
 

- 1 - 

      

平成２８年度第８回 神石高原町農業委員会 議事録 

 

《開催日時》     平成２８年１１月２８日（月） 午後1時30分～ 

 

《場  所》     三和公民館 １階 会議室 

 

《付議事項》     議案第１号「非農地証明申請について」 

           議案第２号「農地法第３条による許可申請について」 

           議案第３号「神石高原町農業委員会規則の一部を改正する規則について」 

            

《出 席 者》    １番 福島 道正   ２番 槌原 敬司   ３番 若林 宏明 

          ４番 伊勢村 正治  ５番 藤井 ヨシ子  ６番 矢田貝 幹輝 

          ７番 日下 文子   ８番 梶尾 英志   ９番 小川 玲子 

         １０番 小田 千寿香 １１番 徳本 敬吉  １２番 圓道 タミ子 

         １３番 立原 孝生  １４番 横儀 秋弘  １５番 光末 幸司 

         １６番 橋本 進吾  １７番 向  靖弘  １８番 村上 積水 

         １９番 赤木 健二  ２０番 塚本 尚夫  ２１番 正木 正二 

                    ２３番 川上  進  ２４番 伊勢村 春行 

         ２５番 大谷 省五  ２６番 小林 文雄  ２７番 佐伯 知省 

 

           事務局長 松本 真典 

           主任   堀井  徹 

 

           遅刻 なし 

 

《欠 席 者》   ２２番 池田 正敬 

 

《開  会》                    

 

松本事務局長    それでは，定刻となりましたので，ただいまから平成２８年度第８回の

総会のほうを始めたいと思います。 

 初めに，会長よりご挨拶をいただきます。 

 

《挨  拶》 

 

佐伯会長      （挨拶） 

 

《欠席者の報告及 
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び総会の成立》 

吉原事務局長    ありがとうございました。 

 それでは，続きまして本日の欠席者の報告をいたします。 

 本日の欠席者は，２２番池田正敬委員１名でございます。したがいまし

て，農業委員会等に関する法律第２１条第３項の規定により，在任委員数

２７名中，本日の出席者は２６名でありますので，過半数を超えておりま

す。総会が成立することをご報告申し上げます。 

 なお，これからの議事の進行につきましては，会議規則第３条の規定に

より会長にお願いいたします。 

 

《議事録署名委員 

の指名》 

佐伯会長（議長）  それでは，議事に入りますまでに，本日の議事録署名委員の指名をさせ

ていただきます。 

 ２３番川上委員，２４番伊勢村春行両委員さんにお願いいたします。 

 

《議事》 

《議案第１号》 

佐伯会長（議長）  それでは，議事に入ります。 

 議案第１号「非農地証明申請について」を議題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

吉原事務局長    （事務局説明） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地調査をお願いいたしております。福島さんの案

件から調査報告をお願いいたします。 

 

矢田貝幹輝委員   ６番の矢田貝です。 

 １１月２３日に，私と赤木委員さんと申請者の福島さんとで現地を確認

しました。 

 場所は，油木高校入口の交差点を神石方面に１００ｍぐらい行って，そ

こを行ったところを右に１キロぐらい入ったところが場所です。２０年前

ごろから同居しとるということで，耕作物ができていなかったということ

で原野となっていました。 

 写真綴りは，１ページを見てもらえば木がもう生えています。    

  ご審議のほうよろしくお願いいたします。 
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佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 続きまして，千葉さんの案件をお願いいたします。 

 

橋本進吾委員    １６番橋本です。本来は池田委員さんの担当地区なのですが，私がかわ

って説明します。 

 去る１８日に池田委員さんと，千葉さんは福山のほうに住まれて帰って

おられませんでした。 

 場所は，上妙楽寺という寺がありますが，その裏のほうにあるところで

す。 

 もう４０年ぐらい前に家を出られたみたいで，家は以前あったところは

もう壊されて，もう本当に家があったかわからないぐらいのところの周り

に，今回の申請のあった土地があります。地域の人は，何か２０年ぐらい

前に孟宗竹がすごく生えたらしくて，そこを皆さんで管理されて一旦はき

れいにされたみたいですが，この間行ってみたところでは，竹はもうほと

んど腐ってわからないぐらいになって，写真つづりでいうと４ページのと

ころに，わずかに竹が残ったような状況が，残骸がありますが，そういう

状況であります。何ら復旧するというのは難しいかなというような状況で

見てまいりました。ご審議のほうよろしくお願いいたします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 「非農地証明申請について」ご報告いただきました。 

 ご意見，ご質問ございましたらお願いをいたします。 

 ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第１号「非農地証明の申請について」，申請どおり許可することに

賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございます。よって，２件とも申請どおり許可することとい

たします。 

 

《議案第２号》 

佐伯会長（議長） 続きまして，議案第２号「農地法第３条による許可申請について」を議題

といたします。 

 説明をお願いいたします。 
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松本事務局長    （事務局説明） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 担当委員さんによる現地調査のお願いいたしております。前原さん，横

山さん，谷本さん，村上さんにつきましては，同一委員さんによる調査を

お願いいたしておりますので，合わせてご報告をお願いいたします。 

 

徳本敬吉委員    １１番徳本です。 

 去る２１日に，正木委員さんと私，それから当日は前原孝史さん，それ

から３ページの一番下の村上さんとで，現地の確認なりお話を伺っており

ます。 

 説明があったとおり，譲渡人さんが前原榮さんということで，同一の人

がそれぞれ貸し出しをされたりしておられまして，前原榮さんが全部あげ

るよというふうなお話があったのだそうです。いずれにしても，無償譲渡

というような形で，水田も畑も山も宅地も家屋も全部処分されたいという

ふうな意向が前原孝史さんのほうへありまして，そういう経過の中でこの

所有権移転の申請が出ております。 

 前原孝史さんの件，写真つづりのほうは５ページです。田んぼの２４８

５のほうは，現在ブドウがなっておりまして，耕作的にはレインボーファ

ームさんのブドウだそうです。それを，前原榮さんと前原孝史さんは隣り

合わせの家なのですが，前原孝史さんのほうに譲るからというふうなこと

でお話になって，前原孝史さんももらおうというふうな形になっとるそう

です。それで，畑のほうは現在何もやっておりませんが，それもちょうど

そばになりますので，前原孝史さんがこの際譲り受けをされるというお話

です。 

 それから，３－２４の横山さんの場合は，たばこをつくっておられまし

た。今後どうされるかわかりませんが，そういった関係で譲り渡しをする

ということでございます。 

 それから，谷本さんですが，３－２５の谷本さんは，ちょうど家の横に

といいますか，戸建てを現在建てられておりまして，これは管理をされて

おります。それを譲り受けられるということです。 

 それから，３－２６でございますが，村上勇太さんは，本来は広島出身

だそうですが，前原孝史さんの勧めもあって家を購入されているようでご

ざいますので，その前原榮さんの関係も，残りの田んぼなり畑を管理しっ

かりしていく，耕作をしていくというふうなことでございまして，農機具

というものは全然持ってらっしゃいませんが，前原孝史さんが要る物は何

でも貸すというふうな，そういった話はできておるようでございますし，

畑のほうは，多少は荒れたようなところもございますが，農業をしたいと
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いうふうなお話でございました。農機具もそろえるとなると大変ですし，

原野のようになっとるところが少しでも耕地らしく管理していただけるも

のなら，新規就農というか，いいのではないかなというふうに思っており

ます。以上で一応審査の報告といたします。審議をよろしくお願いいたし

ます。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 続きまして，前田さんの案件をお願いいたします。 

 

伊勢村正治委員   失礼いたします。２４番伊勢村でございます。 

 前田さんの案件につきましてご報告をいたします。 

 去る１１月２３日，大谷委員さんと私と，譲受人の前田さん並びに加々

見信子さん，４人で現地を確認させていただきました。 

 現地は高光でございまして，高光といいますとトラストさんというふう

な，当時皆さんも耳にあろうかと思います。トラストから約，東条方面に

三原東城線を参りますと，約２００ｍ東城方面に入りますと，丹下さんと

いう家がございますが，そこの家のところを右下におります。約３０ｍお

りたところで高光川が流れておるわけでございまして，その川沿いでござ

いました。ここに２筆ございました。これが今申し上げました田んぼでご

ざいます。したがいまして，もう一筆は中津井というところがございます

が，今の田んぼから，これからまた約１５０下になろうかと思いますけ

ど，中津井というとこに三原東城線の加藤さんという材木屋があるのです

が，そこの停留所でございますが，ちょうどそのぎりぎり下におりたとこ

ろへあるわけでございます。それを４人で確認をさせていただきました。 

 前田さんにつきましては，加々見さんの田んぼを今まで約３０年間耕作

をしていたのだと，加々見さんは現在ひとり暮らしでございまして，もう

耕作も何もできんので，前田さんのほうへお譲りをしたいというふうなご

意見でございましたので，このように４人で確認をさせていただきまし

た。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。あ

りがとうございました。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 続きまして，児玉さんの案件２件，あわせてご報告をお願い申し上げま

す。 

 

若林宏明委員    ３番若林です。 

 児玉さんのこの案件につきましては，１８日に福島委員さん，それから
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三和測量の田村さんと私とで現地の調査をさせていただきました。 

 場所としましては，町役場のほうを出まして，それから２００ｍほど下

部に行きますと，広島住設のスタンドがありますけども，ここを左に１５

０ｍほど入ったとこであります。 

 石本さんは，この建物のちょうど上へ上がって，赤い家があるんですけ

ども，こちらのとおり若い子供さんがこちらの近くの田んぼをつくられて

おられるようですが，この離れたところは小作外されておりまして，１４

ページの写真つづりを見ていただきますと，左側にわらを置いてあります

が，この田んぼが児玉信二さんの田んぼであります。いうことで，これも

そのまま規模拡大ということで何ら問題ないと考えますので，ご審議のほ

どよろしくお願いします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 続きまして，柏床さんの案件をお願いします。 

 

赤木健二委員    １９番の赤木です。 

 この３－３０なのですが，柏床さんが，もうそれこそ３０年ぐらいずっ

と耕作をされております。 

 場所は，議案集の１７ページを読んでみてもらうと，油木支所の右の隅

のほうへあります。去る２０日に矢田貝委員さんと柏床さんと３人で見さ

せてもらいましたが，ずっと耕作されておられるということと，佐々木さ

んは，親の代は油木へ住んでおられたのですが，この誠さん，私とちょう

ど同級生なのですが，この人はもう学校出たら油木へは全然住まわれてな

かったので，ずっと耕作は柏床さんがされておったということです。 

よろしくご審議をお願いします。 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 ３条申請に対する調査結果のご報告をいただきました。 

 ご意見，ご質問ございましたらお願いをいたします。 

 ございませんか。 

 

 

佐伯会長（議長）   ないようでございましたら，採決に移らせていただきます。 

３条申請について申請どおり許可することに賛成の方の挙手をお願いい

たします。 

 

          （全員賛成） 
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佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，申請どおり許可することといたします。 

 

《議案第３号》 

佐伯会長（議長） 続きまして，議案第３号「神石高原町農業委員会規則の一部を改正する規

則について」を議題といたします。 

 説明をお願いいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 説明がございましたが，ご意見，ご質問ございましたらお願いをいたし

ます。 

  

佐伯会長（議長）  ご意見，ご質問ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第３号「神石高原町農業委員会規則の一部を改正する規則につい

て」，提案どおり賛成の方の挙手をお願いいたします。 

 

          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，提案どおり決定することといたします。 

 以上で本日ご提案いたします内容については全て終了いたしました。 

 

《閉  会》    午後２時４０分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


